
①
〜
③
の
場
合
は
必
ず
、届
出
が
必
要
で
す
。

８
月
１
日
か
ら
更
新
し
て
い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
（
紫
色
）、

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証(

茶
色)

、

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給

者
証
（
茶
色
）

 

　

 

保
険
証
が
届
い
て
い
な
い
方

　
宛
先
不
明
で
届
い
て
い
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
保
健
医
療
課
に
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
保
険
証
を
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、

再
交
付
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
印
鑑
と

免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
が

で
き
る
身
分
証
明
書
を
持
っ
て
保
健
医
療

課
ま
た
は
お
近
く
の
支
所
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
は

　
　 届
い
て
い
ま
す
か

新
し
い
保
険
証
は

　
　 届
い
て
い
ま
す
か

７
月
下
旬

に
郵
送

国
保
ミ
ニ
知
識

 

①
就
職
や
退
職
な
ど
の
場
合
　

　
就
職
し
て
、
会
社
な
ど
か
ら
保
険
証
を

受
け
取
っ
た
ら
、
保
健
医
療
課
ま
た
は
支
所

に
、
で
き
る
だ
け
早
く
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。
届
出
が
な
い
と
社
会
保
険
な
ど
に
加
入

し
た
こ
と
を
、
市
で
は
把
握
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
国
保
に
加
入
し
た
ま
ま
に
な
り
、

保
険
料
が
掛
か
り
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
退
職
し
た
場
合
は
、
会
社
か
ら

資
格
喪
失
証
明
書
を
渡
さ
れ
る
の
で
、
証

明
書
の
発
行
日
か
ら
14
日
以
内
に
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。
必
要
な
書
類
な
ど
が
揃
っ

て
い
れ
ば
、
そ
の
場
で
国
保
の
保
険
証
を

発
行
し
ま
す
。
た
だ
し
、
代
理
人
の
場
合
は
、

委
任
状
が
な
け
れ
ば
、
ご
自
宅
へ
郵
送
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

届
出
に
必
要
な
も
の

○
社
会
保
険
等
に
加
入
し
た
場
合
　

①
加
入
者
全
員
の
「
社
会
保
険
等
被
保
険

　
者
証
」（
国
保
以
外
の
保
険
に
加
入
し
た

日
を
確
認
す
る
た
め
）

②
印
鑑

③
国
保
の
保
険
証

④
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
（
加
入

者
全
員
・
世
帯
主
・
窓
口
に
手
続
き
に

来
ら
れ
る
方
）

○
国
保
に
加
入
す
る
場
合
　

①
資
格
喪
失
証
明
書
（
資
格
の
喪
失
日
や

喪
失
し
た
人
な
ど
の
確
認
の
た
め
）

②
印
鑑

③
身
分
証
明
書
（
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
住
基
カ
ー
ド

等
）

④
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
（
加
入

者
全
員
・
世
帯
主
・
窓
口
に
手
続
き
に

来
ら
れ
る
方
）

 

②
会
社
都
合
な
ど
で
職
場
を
　   

 

　 

退
職
し
た
場
合

　
会
社
の
倒
産
や
解
雇
、
雇
用
期
間
満
了

な
ど
の
理
由
で
職
場
を
退
職
し
た
方
の
国

民
健
康
保
険
料
を
、
一
定
期
間
軽
減
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

①
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交
付
す
る
「
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
」②「
保
険
証
」③「
印

鑑
」
を
持
っ
て
、
保
健
医
療
課
ま
た
は
支

所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 

③
交
通
事
故
に
あ
っ
た
場
合

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
か
ら
傷
病
を

受
け
た
場
合
、
必
ず
保
健
医
療
課
に
連
絡
し
、

「
第
三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
本
来
、
治
療
費
は
加
害
者
が
支
払
う
も

の
で
す
が
、
一
時
的
に
国
保
が
立
て
替
え

払
い
を
し
、
後
か
ら
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

ま
た
、
示
談
す
る
場
合
に
は
、
事
前
に
必

ず
保
健
医
療
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

思
わ
ぬ
落
と
し
穴
に
気
を
つ
け
よ
う

保
険
証
が
変
わ
っ
た
ら
、

す
ぐ
に
医
療
機
関
へ
連
絡

　
会
社
な
ど
に
就
職
し
、
社
会
保
険
な
ど

に
加
入
し
た
ら
、
加
入
日
を
確
認
し
、
現

在
治
療
を
受
け
て
い
る
医
療
機
関
へ
、
す

ぐ
に
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。

　
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
後
、
国
保

の
保
険
証
を
使
用
し
た
場
合
は
、
自
己
負

担
以
外
の
医
療
費
部
分
（
窓
口
で
３
割
支

払
っ
て
い
た
場
合
は
、
残
り
の
７
割
部
分

の
医
療
費
）
を
返
納
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

  

こ
ん
な
と
き
は
ど
う
す
る
の

Ｑ 

就
職
し
て
社
会
保
険
に
加
入
し
た

け
ど
、
す
ぐ
に
保
険
証
が
届
か
ず
、

し
か
た
な
く
国
保
の
保
険
証
を

使
っ
て
し
ま
っ
た…

こ
の
場
合
も

医
療
費
の
返
納
の
対
象
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
。

Ａ 

返
納
の
対
象
で
す
。
事
前
に
会
社
で

社
会
保
険
な
ど
の
加
入
証
明
書
を
発

行
し
て
も
ら
う
か
、
医
療
機
関
に
事

情
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
分
以
外
の
医
療
費
は
、
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
が
負
担
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
加
入
資

格
を
確
認
し
正
し
く
保
険
証
を
使
用

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ 

保
健
医
療
課 

☎

２
１
４
１

締結式で入山市長（右）と握手を交わす
中国電力株式会社大竹電力所の石通所長（左）

な
が
～
く
元
気
で
い
る
た
め
の
健
康
ゾ
ウ
進
の
お
は
な
し

国保人間ドック実施医療機関

大和橋医院

広島西医療センター

西広島リハビリテーション病院

アルパーク検診クリニック

がん健診センター　大野

広島県環境保健協会

広島総合病院

医療機関

10人

10人

20人

40人

5人

40人

定員には余裕があります

人 間ドック定員

10人

10人

10人

2人

10人

脳ドック定員

国
保
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク

追
加
募
集

中
国
電
力
株
式
会
社
と

大
竹
市
高
齢
者
等
地
域

見
守
り
活
動
に
関
す
る
協
定

を
締
結

　
市
国
民
健
康
保
険（
国
保
）加
入
者
の
健

康
管
理
の
た
め
、
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ

ク
の
追
加
募
集
を
行
い
ま
す
。

 

申
込
期
間

８
月
４
日
㈮
〜
25
日
㈮

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

８
時
30
分
〜
17
時

※

　
定
員
に
な
り
次
第
終
了
。

 

受
診
期
間

12
月
１
日
㈮
〜
平
成
30
年
２
月
28
日
㈬

※

　
受
診
す
る
医
療
機
関
の
受
入
数
に
よ

り
、
受
診
希
望
月
で
の
決
定
が
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

  

対
　 象

次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
方
　

①
国
保
加
入
者
で
４
月
１
日
か
ら
継
続
し

て
国
保
資
格
が
あ
り
、
40
歳
以
上
75
歳

未
満
の
方（
平
成
29
年
度
中
に
40
歳
に

な
る
方
を
含
む
）

②
国
民
健
康
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

③
今
年
度
の
特
定
健
康
診
査
や
人
間
ド
ッ

ク
を
受
診
し
て
い
な
い
方

※
　
４
月
２
日
以
降
に
国
保
に
加
入
し
た

方
は
、
今
年
度
の
人
間
ド
ッ
ク
は
受
診

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
受
診
決
定
後
で
も

国
保
か
ら
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

方
は
、
受
診
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
保
健

医
療
課
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

 

自
己
負
担
額
　

○
人
間
ド
ッ
ク 

　
８
，
０
０
０
円

○
脳
ド
ッ
ク
　 

　
８
，
０
０
０
円

※

　
追
加
で
他
の
検
診
を
受
け
る
方
や
所

定
の
検
査
方
法
を
変
更
す
る
方
は
、
別

に
料
金
が
必
要
で
す
。

 

申
し
込
み
　

　
健
診（
検
診
）専
用
電
話
　

　

２
１
５
５（
申
込
順
）

※

　
受
付
初
日
は
電
話
が
混
雑
し
、
つ
な

が
り
に
く
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
そ
の
場
合
は
時
間
を
空
け
て
お
か

け
直
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
電
話
で
の

申
し
込
み
が
難
し
い
方
は
、
保
健
医
療

課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ 

保
健
医
療
課 

☎

２
１
５
３

問
い
合
わ
せ 

地
域
介
護
課 

☎
㉘
６
２
２
６

　
７
月
３
日
㈪
、
中
国
電
力
株
式
会
社
大

竹
電
力
所
と
「
大
竹
市
高
齢
者
等
地
域
見

守
り
活
動
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結
し
ま

し
た
。

　
中
国
電
力
株
式
会
社
大
竹
電
力
所
の
従

業
員
が
、
日
常
業
務
中
に
、
高
齢
者
、
障

害
者
そ
の
他
見
守
り
が
必
要
な
方
の
異
変

に
気
付
い
た
場
合
、
市
に
連
絡
す
る
な
ど

の
見
守
り
活
動
を
行
い
ま
す
。

　
こ
の
見
守
り
活
動
を
積
極
的
に
行
う
こ

と
に
よ
り
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
し
ま
す
。
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